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新型コロナウイルス感染症への今後の対応について 

 

本県が緊急事態宣言の対象区域から２月２８日をもって解除されて３週間近くが経過し、

この間、県民及び事業者の皆さまには、宣言期間中に引き続き、不要不急の外出自粛や営業

時間の短縮などの厳しい措置に対し御理解と御協力をいただき、あらためて感謝申し上げま

す。 

現在の医療提供体制については、病床使用率は、国の分科会が示すステージ判断指標のス

テージⅡ相当以下（病床使用率 20％未満）には達していませんが、専門家の意見を聞き、国

と協議を行うなどした結果、別添資料のとおり、現在、県民の皆様にお願いしている外出自

粛や飲食店に対する営業時間の短縮などの要請については、３月２１日（日）をもって解除

することとします。 

しかしながら、県民及び事業者の皆様には、再度、外出の自粛や営業時間の短縮といった

厳しい対応をお願いすることにならないよう、社会全体でリバウンド防止を図っていくため、

３月２２日（月）以降、別添資料のとおりの御協力をお願いします。 

つきましては、別添資料の内容を貴校の学生、教職員等の方々に周知していただきますよ

うお願いします。 

なお、令和３年度の授業の実施や感染対策につきましては、引き続き、令和３年３月４日

付文部科学省高等教育局長通知「令和３年度の大学等における授業の実施と新型コロナウイ

ルス感染症への対策等に係る留意事項について（周知）」に基づき、徹底した対策を講じてい

ただきますようお願いします。 
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